
山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
九
十
六
号
　
　
令
和
六
年
八
月
十
九
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
三
三

山
梨
県
公
報

第
四
百
九
十
六
号

令
和
六
年八

月
十
九
日

月　曜　日

目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更	

三
三
三

○
有
害
図
書
類
の
指
定	

三
三
三

公

告

○
令
和
六
年
度
技
能
検
定
（
随
時
実
施
す
る
二
級
、
三
級
及
び
基
礎
級
）
の
実
施
の
一
部

変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

三
三
四

○
賃
貸
料
の
収
納
事
務
の
委
託	

三
三
四

○
換
地
処
分
の
実
施	

三
三
四

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

三
三
四

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
二
百
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
（
身
延
支
所
を
除
く
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
九
月
九
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
六
年
八
月
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路
線
名　

三
百
号

三　

道
路
の
区
域

山
梨
県
告
示
第
二
百
十
二
号

青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三

号
）
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の
を
有
害
図
書
類
と
し
て
指
定
し
、
令
和
六
年
八
月
二

十
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
六
年
八
月
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

指
定
す
る
図
書
類
（
雑
誌
）
の
名
称
及
び
発
行
所

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

南
巨
摩
郡
身
延
町
北
川
字
古
大
草
里
五
五
一
五
番

一
地
先
か
ら

南
巨
摩
郡
身
延
町
北
川
字
古
大
草
里
五
三
九
四
番

地
先
ま
で

旧

一
二
・
〇
～

　
　
　

三
六
・
四

一
五
三
・
二

新

一
二
・
〇
～

　
　
　

六
一
・
六

一
五
三
・
二

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

南
巨
摩
郡
身
延
町
北
川
字
古
大
草
里
五
五
一
五
番

一
地
先
か
ら

南
巨
摩
郡
身
延
町
北
川
字
古
大
草
里
五
三
九
四
番

地
先
ま
で

旧

一
二
・
〇
～

　
　
　

三
六
・
四

一
五
三
・
二

新

一
二
・
〇
～

　
　
　

六
一
・
六

一
五
三
・
二

名　
　
　
　
　
　
　
　

称

発　
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所

実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ
ウ
ル
ト
ラ
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M
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ョ
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︼
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（
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M
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O
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金
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（
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大
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図
書

体
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私
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号

（
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）
イ
ン
テ
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フ
ィ
ン

実
話BU

N
K
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超
タ
ブ
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2
0
2
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7
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号

（
株
）
コ
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マ
ガ
ジ
ン

週
刊
実
話　

六
月
十
三
日
号

（
株
）
日
本
ジ
ャ
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ナ
ル
出
版



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
九
十
六
号
　
　
令
和
六
年
八
月
十
九
日

三
三
四

◉　

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

令
和
六
年
八
月
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称　

北
杜
市
長
坂
町
渋
沢
字
和
田
七
百
二
十
二
番
一

並
び
に
字
池
ノ
窪
七
百
二
十
五
番
一
、
七
百
二
十
五
番
二
、
七
百
二
十
五
番
二
十
一
、
七
百
二
十
五

番
二
十
五
、
七
百
二
十
五
番
二
十
八
、
七
百
二
十
六
番
二
及
び
七
百
二
十
七
番
一
並
び
に
字
大
久
保

八
百
七
十
九
番
十

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
中
北
建
設
事
務
所
及
び
北
杜
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名　

北
杜
市
長
坂
町
渋
沢
七
百
二
十
五
番
一　

株
式
会
社

ユ
イ
ッ
ト
・
ラ
ボ
ラ
ト
リ
ー
ズ　

代
表
取
締
役
社
長　

段　

卓

二　

指
定
す
る
理
由　

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
甚
だ
し
く
粗
暴
性
を
助
長
し
、
又
は
著
し
く
犯

罪
を
誘
発
す
る
等
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

公　
　
　

告

◉　

令
和
六
年
度
技
能
検
定
（
随
時
実
施
す
る
二
級
、
三
級
及
び
基
礎
級
）
の
実
施
の
一
部
変
更

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日
付
け
で
公
告
し
た
令
和
六
年
度
技
能
検
定
（
随
時
実
施
す
る
二
級
、
三
級

及
び
基
礎
級
）
の
実
施
の
公
告
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
六
年
八
月
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一
の
実
施
職
種
等
の
1
の
実
施
職
種
の
㈠
の
二
級
の
表
の
塗
装
の
項
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

塗
装

建
築
塗
装
法　

金
属
塗
装
法　

鋼

橋
塗
装
法　

噴
霧
塗
装
法

建
築
塗
装
作
業　

金
属
塗
装
作

業　

鋼
橋
塗
装
作
業　

噴
霧
塗

装
作
業

◉　

賃
貸
料
の
収
納
事
務
の
委
託

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
賃
貸
料
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
六
年
八
月
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 
太 

郎

一　

委
託
の
相
手
方　

東
京
都
武
蔵
野
市
吉
祥
寺
北
町
四
丁
目
六
番
九
号　

株
式
会
社
ア
ン
ビ
シ
ョ
ン

ア
ク
ト

二　

委
託
に
係
る
賃
貸
料　

レ
ン
タ
ル
自
転
車
利
用
料

三　

委
託
の
期
間　

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉　

換
地
処
分
の
実
施

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
市
川
三
郷
地
区
下
大
鳥
居
工
区
）
の
換
地
処
分
を
令
和
六
年
七
月

二
十
九
日
実
施
し
た
。

令
和
六
年
八
月
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

名　
　
　
　
　
　
　
　

称

発　
　

行　
　

所

実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ
ウ
ル
ト
ラ

　
V
ol.30

（
株
）
大
洋
図
書

LEED
CA
FE　

CO
M
ICS

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
・
ハ
ウ
ス
︻
闇
の
底
の
死
闘
︼

（
株
）
リ
イ
ド
社

実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズGO
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V
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ミ
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オ
ン
ム
ッ
ク
９
８

（
株
）
大
洋
図
書

M
ILLIO

N

 M
O
O
K
23　

金
のEX

D
V
D　
V
ol.19

（
株
）
大
洋
図
書

体
験
私
小
説
２
８
号

（
株
）
イ
ン
テ
ル

フ
ィ
ン

実
話BU

N
K
A

超
タ
ブ
ー
2
0
2
4　

7
月
号

（
株
）
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

週
刊
実
話　

六
月
十
三
日
号

（
株
）
日
本
ジ
ャ
ー

ナ
ル
出
版


